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国立大学法人東京農工大学職員給与規程の一部を改正する規程 

国立大学法人東京農工大学職員給与規程（１６ 経教規程第３０号）を次のとおり改正する。 

現行 改正後 

国立大学法人東京農工大学職員給与規程 

 

平成１６年４月７日

１６ 経教 規程第３０号

 

（略） 

（給与の種類、計算期間及び支給日） 

第２条 職員の給与の種類、計算期間及び支給日は、次の表に掲げるとおりとする。

給 与 の 種 類 
給 与 の

計算期間 
給 与 支 給 日

（略） 

（２）諸手当 

（略） 

（略） （略） 

（略） 

期末手当 

勤勉手当 

期末特別手当 

（略） （略） 

第３条～第１０条 省略 

（俸給表の種類） 

第１１条 俸給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 教育職俸給表（別表第１） 

二 一般職俸給表（別表第２） 

イ 一般職俸給表（一） 

ロ 一般職俸給表（二） 

三 医療職俸給表（別表第３） 

四 指定職俸給表（別表第４） 

第１２条～第１６条 省略 

（昇給） 

第１７条 職員（指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。以下この条において同

じ。）が現に受けている号俸を受けるに至った時から、１２月を下らない期間を

 

 

 

 

 

第１条 省略（現行どおり） 

（給与の種類、計算期間及び支給日） 

第２条 職員の給与の種類、計算期間及び支給日は、次の表に掲げるとおりとする。 

給 与 の 種 類 
給 与 の

計算期間 
給 与 支 給 日

（略） 

（２）諸手当 

（略） 

（略） （略） 

（略） 

期末手当 

勤勉手当 

 

（略） （略） 

第３条～第１０条 省略（現行どおり） 

（俸給表の種類） 

第１１条 俸給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 教育職俸給表（別表第１） 

二 一般職俸給表（別表第２） 

イ 一般職俸給表（一） 

ロ 一般職俸給表（二） 

三 医療職俸給表（別表第３） 

 

第１２条～第１６条 省略（現行どおり） 

（昇給） 

第１７条 職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から、１２月を下らない

期間を良好な成績で勤務したときは、１号俸上位の号俸に昇給させることができ
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良好な成績で勤務したときは、１号俸上位の号俸に昇給させることができる。た

だし、前５条の規定により号俸が決定された場合において、別に定めるところに

より当該期間を短縮することができる。 

（略） 

第１８条～第２２条 省略 

（管理職手当） 

第２３条 管理職手当は、別に定める管理又は監督の地位にある職を占める職員に

支給する。ただし、指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。 

（略） 

（初任給調整手当） 

第２４条  医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員

の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員（教育職俸給表の適用を

受ける職員であって、医師法（昭和２３年法律第２０１号）に規定する医師免許

証又は歯科医師法（昭和２３年法律第２０２号）に規定する歯科医師免許証を有

する者に限る。）には、月額５０，２００円を超えない範囲内の額を、採用の日

から３５年以内の期間、採用の日から１年を経過するごとにその額を減じて、初

任給調整手当として支給する。 

（略） 

（扶養手当） 

第２５条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、指定職俸

給表の適用を受ける職員には支給しない。 

２ 前項に定める扶養親族は、次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく

主としてその職員の扶養を受けているものとし、扶養手当の月額は、同表に定め

る額の合計額とする。 

対象者 手当額 

一 配偶者（届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。） 

１３，５００円 

（略） （略） 

（略） 

第２６条 省略 

（住居手当） 

第２７条 住居手当は、次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支

る。ただし、前５条の規定により号俸が決定された場合において、別に定めると

ころにより当該期間を短縮することができる。 

（略） 

 

第１８条～第２２条 省略（現行どおり） 

（管理職手当） 

第２３条 管理職手当は、別に定める管理又は監督の地位にある職を占める職員に

支給する。 

（略） 

（初任給調整手当） 

第２４条  医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の

補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員（教育職俸給表の適用を受け

る職員であって、医師法（昭和２３年法律第２０１号）に規定する医師免許証又は

歯科医師法（昭和２３年法律第２０２号）に規定する歯科医師免許証を有する者に

限る。）には、月額５０，０００円を超えない範囲内の額を、採用の日から３５年以

内の期間、採用の日から１年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当と

して支給する。 

（略） 

（扶養手当） 

第２５条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

 

２ 前項に定める扶養親族は、次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主

としてその職員の扶養を受けているものとし、扶養手当の月額は、同表に定める

額の合計額とする。 

対象者 手当額 

一 配偶者（届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。） 

１３，０００円 

（略） （略） 

（略） 

第２６条 省略（現行どおり） 

（住居手当） 

第２７条 住居手当は、次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支
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給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額（第１号又

は第２号に掲げる職員のうち第３号に掲げる職員でもあるものについては、第１

号又は第２号に定める額及び第３号に定める額の合計額）とする。ただし、指定

職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。 

（略） 

第２８条～第３０条 省略 

（特地勤務手当） 

第３１条 生活の著しく不便な地に所在する施設として次の表に掲げる施設（以下

「特地施設」という。）に勤務する職員に、特地勤務手当を支給する。 

施  設  名 所  在  地 

農学部附属広域都市圏フィールドサ

イエンス教育研究センター（以下、「Ｆ

Ｓセンター」という。）フィールドミ

ュージアム秩父ニッパ沢作業所 

埼玉県秩父郡大滝村大字大滝６０

９３ 

（略） 

第３２条 省略 

（超過勤務手当） 

第３３条 労働時間等規程第３条に規定する所定の労働時間以外の時間（次条の規

定により休日給が支給される日及び第３６条の規定により休日勤務特別手当が

支給される日に勤務する時間を除く。）に勤務することを命じられた職員には、

所定の労働時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第７

条に規定する勤務１時間当たりの給与額に所定の労働時間を超えて行った次の

各号に掲げる区分に応じて、それぞれ各号に掲げる割合（その勤務が労働時間等

規程第１３条の規定による深夜において行われた場合は、その割合に１００分の

２５を加算した割合）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 ただし、

第２３条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適

用を受ける職員には支給しない。 

（休日給） 

第３４条 労働時間等規程第１２条の規定により同規程第８条に規定する休日（同

規程第９条の規定により代休となった日を含む。）に業務上の必要により勤務す

ることを命じられた職員には、勤務を命じられた全時間（同規程第９条の規定に

より、当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えた場合は、当該休日に勤

務を命じられた全時間のうち、所定の労働時間以外の時間に勤務した時間。）に

給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額（第１号又

は第２号に掲げる職員のうち第３号に掲げる職員でもあるものについては、第１

号又は第２号に定める額及び第３号に定める額の合計額）とする。 

 

（略） 

第２８条～第３０条 省略（現行どおり） 

（特地勤務手当） 

第３１条 生活の著しく不便な地に所在する施設として次の表に掲げる施設（以下

「特地施設」という。）に勤務する職員に、特地勤務手当を支給する。 

施  設  名 所  在  地 

農学部附属広域都市圏フィールドサイ

エンス教育研究センター（以下、「Ｆ

Ｓセンター」という。）フィールドミ

ュージアム秩父ニッパ沢作業所 

埼玉県秩父市大字大滝６０９３ 

（略） 

第３２条 省略（現行どおり） 

（超過勤務手当） 

第３３条 労働時間等規程第３条に規定する所定の労働時間以外の時間（次条の規

定により休日給が支給される日及び第３６条の規定により休日勤務特別手当が支

給される日に勤務する時間を除く。）に勤務することを命じられた職員には、所

定の労働時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第７条

に規定する勤務１時間当たりの給与額に所定の労働時間を超えて行った次の各号

に掲げる区分に応じて、それぞれ各号に掲げる割合（その勤務が労働時間等規程

第１３条の規定による深夜において行われた場合は、その割合に１００分の２５

を加算した割合）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 ただし、第２

３条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。 

 

（休日給） 

第３４条 労働時間等規程第１２条の規定により同規程第８条に規定する休日（同

規程第９条の規定により代休となった日を含む。）に業務上の必要により勤務する

ことを命じられた職員には、勤務を命じられた全時間（同規程第９条の規定により、

当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えた場合は、当該休日に勤務を命じ

られた全時間のうち、所定の労働時間以外の時間に勤務した時間。）に対して、勤
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対して、勤務１時間につき、第７条に規定する勤務１時間当たりの給与額の１０

０分の１３５（その勤務が労働時間等規程第１３条の規定による深夜において行

われた場合は、１００分の１６０）を休日給として支給する。ただし、第２３条

の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受け

る職員には支給しない。 

第３５条～第３６条 省略 

（管理職員特別勤務手当） 

第３７条 第２３条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸

給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その地の業務の運営の必要によ

り労働時間等規程第６条及び第７条の規定による週休日又は同規程第８条及び

第９条に規定する休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当

を支給する。 

（略） 

第３７条の２ 省略 

（学位論文審査手当） 

第３７条の３ 学位論文審査手当は、次の表に掲げる場合に支給するものとし、手

当の額は、審査する論文一件につき、同表に定める額とする。ただし、指定職俸

給表の適用を受ける職員には支給しない。 

（略） 

（期末手当） 

第３８条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条から第４１条までに

おいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して支給

する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは就業規則第２１条第１項

第１号に該当して解雇され、又は死亡した職員（第４項第２号に定める職員を除

く。）についても同様とする。ただし、指定職俸給表の適用を受ける職員には支

給しない。 

（略） 

（勤勉手当） 

第３９条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前６箇月

以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前１箇月以内に

退職し、若しくは就業規則第２１条第１項第１号に該当して解雇され、又は死亡

した職員（前条第４項第２号に定める職員を除く。）についても同様とする。た

だし、指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。 

務１時間につき、第７条に規定する勤務１時間当たりの給与額の１００分の１３５

（その勤務が労働時間等規程第１３条の規定による深夜において行われた場合は、

１００分の１６０）を休日給として支給する。ただし、第２３条の規定に基づき管

理職手当の支給を受ける職員には支給しない。 

 

第３５条～第３６条 省略（現行どおり） 

（管理職員特別勤務手当） 

第３７条 第２３条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急

の必要その地の業務の運営の必要により労働時間等規程第６条及び第７条の規定に

よる週休日又は同規程第８条及び第９条に規定する休日に勤務した場合は、当該職

員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

（略） 

 

第３７条の２ 省略（現行どおり） 

（学位論文審査手当） 

第３７条の３ 学位論文審査手当は、次の表に掲げる場合に支給するものとし、手

当の額は、審査する論文一件につき、同表に定める額とする。 

（略） 

 

（期末手当） 

第３８条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条から第４１条までに

おいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して支給す

る。これらの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは就業規則第２１条第１項第１

号に該当して解雇され、又は死亡した職員（第４項第２号に定める職員を除く。）

についても同様とする。 

 

（略） 

（勤勉手当） 

第３９条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前６箇月

以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前１箇月以内に退

職し、若しくは就業規則第２１条第１項第１号に該当して解雇され、又は死亡した

職員（前条第４項第２号に定める職員を除く。）についても同様とする。 
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２ 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき俸給、俸給

の調整額及びこれに対する都市手当の月額の合計額に、役職段階別加算額（特定

幹部職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額）を加算した額（以下

「勤勉手当基礎額」という。）に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者

の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、次の各号

に掲げる職員の区分ごとに掲げる額を超えてはならない。 

一 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 勤勉手当基礎額に当該職員がそ

れぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する都

市手当の月額の合計額を加算した額に１００分の７０（特定幹部職員にあって

は、１００分の９０）を乗じて得た額の総額 

二 前項の職員のうち再任用職員 勤勉手当基礎額に１００分の３５（特定幹部

職員にあっては、１００分の４５）を乗じて得た額の総額 

（略） 

（期末特別手当） 

第４０条 期末特別手当は、基準日にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受け

る職員に対して支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、若しくは就業

規則第２１条第１項第１号に該当して解雇され、又は死亡した職員で指定職俸給

表の適用を受けていた者（第３８条第４項第２号に定める職員を除く。）につい

ても同様とする。 

２ 期末特別手当の額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給

の月額並びにこれに対する都市手当の月額の合計額に、当該合計額に１００分の

２０を乗じて得た額（就業規則第１４条第１項の規定により休職にされている者

（第２０条第１項の規定の適用を受ける者を除く。）以外の職員にあっては、そ

の額に俸給の月額に１００分の２５を乗じて得た額を加算した額）を加算した額

を基礎として、６月に支給する場合においては１００分の１６０、１２月に支給

する場合においては１００分の１７０を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第３８条第２項の表（３）に

定める割合を乗じて得た額（当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でな

い場合には、その額から、その者の勤務成績に応じて定める額を減じて得た額）

とする。 

３ 前項の勤務成績に応じて定める額は、期末特別手当の支給を受ける職員が同項

に規定する在職期間において就業規則第４２条の規定による懲戒処分を受けた

２ 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき俸給、俸給

の調整額及びこれに対する都市手当の月額の合計額に、役職段階別加算額（特定

幹部職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額）を加算した額（以下

「勤勉手当基礎額」という。）に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者

の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める

割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、次の各号に

掲げる職員の区分ごとに掲げる額を超えてはならない。 

一 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 勤勉手当基礎額に当該職員がそれ

ぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する都市手

当の月額の合計額を加算した額に１００分の７１．７（特定幹部職員にあって

は、１００分の９１．７）を乗じて得た額の総額 

二 前項の職員のうち再任用職員 勤勉手当基礎額に１００分の３６．７（特定

幹部職員にあっては、１００分の４６．７）を乗じて得た額の総額 

（略） 

第４０条 （削除） 
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場合を除き、同項に規定するそれぞれの月額の合計額に１００分の２０を乗じて

得た額に期末特別手当を支給する月に応ずる同項に規定する割合を乗じて得た

額にその者の同項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た

額を超えない範囲内で定めるものとする。 

４ 第３８条第４項の規定は、期末特別手当の支給に準用する。 

５ 第３８条第５項の規定は、期末特別手当の支給に準用する。 

第４１条～第４４条 省略 

   附 則 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４１条～第４４条 省略（現行どおり） 

   附 則 省略（現行どおり） 
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別表第１　教育職俸給表（第１１条関係）
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

円 円 円 円 円
1 ― ― 252,700 285,600 365,900
2 160,800 202,800 265,600 300,500 381,000
3 168,700 211,600 278,300 315,700 393,400
4 178,800 220,500 292,000 330,600 405,600
5 189,600 230,000 305,900 345,800 417,600
6 197,300 239,400 319,600 360,700 429,300
7 204,600 251,900 332,800 375,700 440,800
8 212,300 264,200 346,200 386,600 452,300
9 220,600 276,600 359,100 397,000 463,500
10 229,900 288,000 368,900 406,600 474,700
11 237,500 300,000 378,900 415,600 486,100
12 246,100 311,800 388,400 424,200 497,300
13 254,000 319,700 397,100 432,600 508,500
14 261,900 326,600 405,500 440,200 519,700
15 269,300 333,200 413,100 447,600 530,000
16 276,500 339,700 420,500 454,700 539,200
17 283,200 346,200 427,600 460,900 548,300
18 289,600 352,000 434,700 466,500 557,200
19 295,900 357,700 440,500 472,000 566,100
20 301,900 363,300 445,400 477,400 574,300
21 307,600 368,800 449,800 482,700 580,600
22 312,500 374,300 452,900 487,900 585,600
23 317,000 378,900 456,000 493,000 590,200
24 321,400 382,800 458,900 497,000
25 324,900 385,700 462,000 500,300
26 328,000 388,400 465,000 503,600
27 331,000 391,300 468,100
28 333,700 394,000 471,100
29 335,900 396,800
30 337,900 399,400
31 340,000 402,200
32 342,000 405,000
33 344,000 407,900
34 346,000 410,700
35 348,000
36 350,100
37 352,200
38 354,400

備考　この表は、教授、助教授、講師、助手及び教務職員に適用する。

 

 

 

別表第１　教育職俸給表（第１１条関係）
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

円 円 円 円 円
1 － － 251,900 284,800 364,700
2 160,300 202,200 264,800 299,600 379,700
3 168,200 210,900 277,500 314,700 392,100
4 178,200 219,800 291,100 329,500 404,200
5 189,000 229,300 304,900 344,700 416,200
6 196,700 238,700 318,600 359,500 427,900
7 204,000 251,100 331,700 374,400 439,300
8 211,700 263,400 345,100 385,300 450,800
9 219,900 275,800 357,900 395,700 461,900
10 229,200 287,100 367,700 405,200 473,100
11 236,800 299,100 377,700 414,200 484,500
12 245,400 310,900 387,200 422,800 495,600
13 253,200 318,700 395,800 431,100 506,800
14 261,100 325,600 404,100 438,700 517,900
15 268,500 332,200 411,700 446,100 528,200
16 275,700 338,700 419,100 453,200 537,400
17 282,400 345,100 426,200 459,300 546,400
18 288,700 350,900 433,200 464,900 555,300
19 295,000 356,600 439,000 470,400 564,200
20 301,000 362,200 443,900 475,800 572,400
21 306,700 367,600 448,300 481,100 578,700
22 311,600 373,100 451,400 486,300 583,600
23 316,000 377,700 454,500 491,400 588,200
24 320,400 381,600 457,300 495,400  
25 323,900 384,500 460,400 498,700  
26 327,000 387,200 463,400 502,000  
27 330,000 390,100 466,500  
28 332,700 392,800 469,500  
29 334,900 395,600  
30 336,900 398,200  
31 339,000 401,000  
32 341,000 403,700  
33 343,000 406,600  
34 345,000 409,400  
35 347,000
36 349,000
37 351,100
38 353,300

備考　この表は、教授、助教授、講師、助手及び教務職員に適用する。



 8

別表第２　一般職俸給表（第１１条関係）
イ　一般職俸給表（一）
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級 １１級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 ― ― 184,400 218,200 235,700 256,300 275,600 296,800 330,300 367,900 416,000
2 134,400 170,700 191,400 226,200 244,600 265,200 284,800 306,800 342,300 380,000 430,200
3 138,800 177,400 198,600 234,600 253,700 274,200 294,300 316,900 354,200 392,200 444,500
4 143,300 184,400 205,700 243,500 262,300 283,300 304,100 327,200 366,000 404,400 458,800
5 148,500 190,200 213,300 252,500 270,800 292,400 313,800 337,600 377,600 416,700 472,700
6 154,300 195,500 221,100 260,900 279,400 301,600 323,700 348,000 389,000 428,700 486,700
7 160,200 200,700 229,000 269,300 288,000 310,900 333,600 357,800 400,500 440,500 500,500
8 166,500 205,800 236,400 277,600 296,400 320,200 343,300 367,300 412,100 451,700 514,400
9 171,100 210,700 242,800 285,700 304,800 329,500 352,700 376,700 423,500 462,800 528,200
10 174,600 215,100 249,200 293,600 313,100 338,700 361,900 386,000 434,300 473,400 542,000
11 177,600 219,500 255,400 301,300 321,100 348,000 370,900 395,300 444,000 482,900 553,100
12 180,300 223,700 260,900 308,600 328,500 357,200 379,600 404,600 453,400 491,600 560,200
13 182,800 228,000 266,400 315,600 335,900 366,100 388,000 413,200 461,100 499,000 567,100
14 184,800 231,200 271,400 322,400 343,100 374,800 395,000 421,100 467,500 505,900 573,100
15 186,800 234,100 276,500 328,400 348,600 382,300 400,500 426,900 474,000 510,300 577,700
16 188,400 237,200 281,000 334,000 353,300 387,800 405,200 432,500 478,500
17 240,100 285,000 337,600 357,300 392,800 409,400 436,300 482,800
18 243,000 288,700 340,900 360,600 396,200 412,900 440,000 486,900
19 244,800 291,900 344,000 363,400 399,700 416,600 443,900
20 294,200 346,300 366,300 403,100 420,100 447,500
21 296,100 348,500 368,800 406,500 423,600 451,100
22 298,100 350,800 371,300 409,900 427,100
23 300,000 353,000 373,800 413,300
24 302,000 355,200 376,400 416,700
25 303,900 357,600 379,000
26 305,700 359,800 381,600
27 307,600 362,100
28 309,600 364,300
29 311,500
30 313,400
31 315,300
32 317,100

備考　この表は、事務、技術及び図書の業務に従事する職員に適用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２　一般職俸給表（第１１条関係）
イ　一般職俸給表（一）
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級 １１級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 － － 183,800 217,500 235,000 255,500 274,700 295,800 329,200 366,700 414,600
2 134,000 170,200 190,800 225,500 243,900 264,300 283,900 305,800 341,200 378,700 428,700
3 138,400 176,800 198,000 233,900 252,900 273,300 293,300 315,800 353,000 390,900 443,000
4 142,800 183,800 205,000 242,800 261,500 282,400 303,100 326,100 364,800 403,000 457,200
5 148,000 189,600 212,600 251,700 270,000 291,400 312,800 336,500 376,300 415,300 471,100
6 153,800 194,900 220,400 260,100 278,600 300,600 322,600 346,800 387,700 427,200 485,000
7 159,700 200,000 228,300 268,500 287,100 309,900 332,500 356,600 399,100 439,000 498,800
8 166,000 205,100 235,700 276,800 295,500 319,100 342,100 366,100 410,700 450,200 512,600
9 170,600 210,000 242,100 284,900 303,900 328,400 351,500 375,400 422,100 461,200 526,400
10 174,000 214,400 248,400 292,700 312,200 337,600 360,700 384,700 432,800 471,800 540,200
11 177,000 218,800 254,600 300,400 320,100 346,800 369,700 394,000 442,500 481,300 551,300
12 179,700 223,000 260,100 307,700 327,500 356,000 378,300 403,200 451,900 490,000 558,300
13 182,200 227,300 265,600 314,600 334,900 364,900 386,700 411,800 459,600 497,400 565,200
14 184,200 230,500 270,600 321,400 342,000 373,500 393,700 419,700 466,000 504,200 571,100
15 186,200 233,400 275,700 327,400 347,500 381,000 399,200 425,500 472,400 508,600 575,700
16 187,800 236,500 280,200 333,000 352,200 386,500 403,900 431,100 476,900  
17 239,400 284,200 336,600 356,200 391,500 408,100 434,900 481,200
18 242,300 287,900 339,900 359,500 394,900 411,500 438,500 485,300
19 244,100 291,100 342,900 362,300 398,400 415,200 442,400  
20 293,400 345,200 365,200 401,800 418,700 446,000
21 295,200 347,400 367,700 405,200 422,200 449,600
22 297,200 349,700 370,200 408,500 425,700  
23 299,100 351,900 372,700 411,900  
24 301,100 354,100 375,300 415,300  
25 303,000 356,500 377,800  
26 304,800 358,700 380,400  
27 306,700 361,000  
28 308,700 363,200  
29 310,600  
30 312,500  
31 314,400  
32 316,200  

備考　この表は、事務、技術及び図書の業務に従事する職員に適用する。
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ロ　一般職俸給表（二）
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

円 円 円 円 円 円
1 ― 165,000 183,700 201,200 226,300 254,600
2 120,600 171,800 189,600 207,200 233,200 261,900
3 124,300 177,700 195,400 213,400 240,100 269,200
4 128,100 183,700 201,100 220,000 247,200 277,200
5 131,900 189,000 207,100 226,200 253,900 285,200
6 136,000 193,900 213,300 232,900 260,700 293,500
7 140,700 198,900 219,900 239,100 267,300 301,900
8 145,500 204,200 225,700 244,900 273,500 310,000
9 151,500 209,400 231,800 250,600 279,200 318,000
10 157,500 214,500 237,600 256,400 284,600 325,500
11 164,700 219,900 243,100 261,700 290,100 333,000
12 171,400 224,900 248,700 266,800 295,400 340,000
13 177,200 229,700 253,800 271,800 300,700 347,000
14 182,700 234,500 258,900 276,700 305,600 353,100
15 187,400 239,300 263,700 281,400 310,200 359,200
16 191,800 243,400 268,200 286,100 314,800 365,100
17 196,200 247,400 272,900 290,100 319,000 370,700
18 200,000 251,200 277,500 293,600 323,300 376,000
19 203,600 254,400 281,800 296,800 327,300 380,900
20 206,500 256,700 285,400 299,700 331,000 385,400
21 209,500 258,800 288,000 302,500 334,400 389,800
22 212,300 260,700 290,300 305,100 337,500 394,000
23 215,200 262,000 292,600 307,800 339,900 397,200
24 217,900 263,400 294,600 310,200 342,400
25 220,200 265,000 296,600 312,600 344,600
26 222,300 266,700 298,500 314,700 347,000
27 224,400 268,300 300,300 316,800 349,200
28 226,600 270,000 302,200 318,700
29 228,500 271,500 304,000 320,900
30 230,500 273,100 305,900 323,100
31 232,400 274,700 307,700 325,100
32 234,000 276,400
33 277,900

備考　この表は、労務作業員の労務に従事する職員に適用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ　一般職俸給表（二）
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

円 円 円 円 円 円
1 － 164,500 183,100 200,600 225,600 253,800
2 120,200 171,200 189,000 206,600 232,500 261,000
3 123,900 177,100 194,800 212,800 239,400 268,300
4 127,700 183,100 200,500 219,300 246,500 276,300
5 131,500 188,400 206,500 225,500 253,100 284,300
6 135,600 193,300 212,700 232,200 259,900 292,500
7 140,300 198,300 219,200 238,400 266,500 300,900
8 145,100 203,600 225,000 244,200 272,700 309,000
9 151,000 208,800 231,100 249,800 278,400 316,900
10 157,000 213,800 236,900 255,600 283,800 324,400
11 164,200 219,200 242,400 260,900 289,200 331,900
12 170,900 224,200 248,000 266,000 294,500 338,900
13 176,600 229,000 253,000 271,000 299,800 345,900
14 182,100 233,800 258,100 275,900 304,700 351,900
15 186,800 238,600 262,900 280,600 309,300 358,000
16 191,200 242,700 267,400 285,300 313,800 363,900
17 195,600 246,700 272,100 289,200 318,000 369,500
18 199,400 250,400 276,700 292,700 322,300 374,800
19 203,000 253,600 281,000 295,900 326,300 379,700
20 205,900 255,900 284,600 298,800 329,900 384,200
21 208,900 258,000 287,200 301,600 333,300 388,600
22 211,700 259,900 289,400 304,200 336,400 392,700
23 214,500 261,200 291,700 306,900 338,800 395,900
24 217,200 262,600 293,700 309,300 341,300  
25 219,500 264,200 295,700 311,700 343,500  
26 221,600 265,900 297,600 313,700 345,900  
27 223,700 267,500 299,400 315,800 348,100  
28 225,900 269,200 301,300 317,700  
29 227,800 270,700 303,100 319,900  
30 229,800 272,300 305,000 322,100  
31 231,700 273,900 306,800 324,100  
32 233,300 275,600  
33 277,100

備考　この表は、労務作業員の労務に従事する職員に適用する。
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別表第３　医療職俸給表（第１１条関係）
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

円 円 円 円 円 円 円
1 ― ― 220,900 243,200 274,400 310,800 343,100
2 152,000 178,900 227,800 250,400 282,800 320,200 354,600
3 157,600 187,300 235,600 257,700 291,300 330,200 366,200
4 163,400 196,600 242,800 265,200 299,700 340,400 377,700
5 169,600 202,300 250,000 272,700 308,300 350,500 389,300
6 177,800 208,200 257,300 280,400 316,900 360,200 401,200
7 186,200 214,100 264,600 288,100 325,200 369,700 413,300
8 194,900 220,700 271,900 296,000 333,500 379,100 424,600
9 200,000 227,600 279,200 303,900 341,100 388,800 435,700
10 205,300 235,300 286,800 311,900 348,600 398,600 446,200
11 210,600 242,500 294,300 319,600 356,100 408,500 456,500
12 216,000 249,700 301,900 327,100 363,400 417,700 465,500
13 221,600 257,000 309,200 334,200 370,900 426,100 473,300
14 227,400 264,300 316,200 341,100 378,200 434,700 481,000
15 233,300 271,500 323,100 347,900 385,700 443,000 488,700
16 239,000 278,700 329,500 354,400 392,700 450,700 495,700
17 244,600 286,000 335,800 360,700 399,300 458,400 500,400
18 250,100 293,100 341,700 366,900 405,200 466,100 504,600
19 255,900 300,000 347,600 372,900 409,900 473,000 508,400
20 261,300 306,900 353,400 378,400 414,000 477,600
21 266,300 313,700 359,100 383,700 418,200 481,600
22 271,300 319,800 364,600 388,600 422,000 485,100
23 275,500 325,600 369,700 392,500 425,300
24 279,900 331,400 374,600 395,800 427,800
25 283,900 336,800 378,600 398,900
26 288,000 340,700 381,900 402,200
27 291,500 344,000 384,900 405,100
28 294,600 347,000 387,700 407,500
29 297,100 349,700 390,500
30 299,200 351,800 393,200
31 301,000 353,800 395,500
32 302,900 355,700
33 304,800 357,600
34 306,700 359,700
35 308,600 361,800
36 310,500 364,000
37 312,300 366,300
38 314,400 368,500
39 316,300
40 318,400
41 320,200

備考　この表は、看護師に適用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３　医療職俸給表（第１１条関係）
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

1 － － 220,200 242,500 273,500 309,800 342,000
2 151,500 178,300 227,100 249,700 281,900 319,100 353,400
3 157,100 186,700 234,900 257,000 290,400 329,100 365,000
4 162,900 196,000 242,100 264,400 298,700 339,300 376,400
5 169,100 201,600 249,300 271,900 307,300 349,300 388,000
6 177,200 207,500 256,600 279,600 315,900 359,000 399,800
7 185,600 213,400 263,800 287,300 324,100 368,500 411,900
8 194,300 220,000 271,100 295,100 332,400 377,800 423,200
9 199,400 226,900 278,400 303,000 340,000 387,500 434,200
10 204,600 234,600 286,000 311,000 347,400 397,300 444,700
11 209,900 241,800 293,500 318,600 354,900 407,100 455,000
12 215,300 249,000 301,000 326,100 362,200 416,300 463,900
13 220,900 256,300 308,300 333,200 369,700 424,700 471,700
14 226,700 263,500 315,300 340,000 376,900 433,300 479,400
15 232,600 270,700 322,100 346,800 384,400 441,500 487,100
16 238,300 277,900 328,500 353,300 391,400 449,200 494,000
17 243,900 285,200 334,800 359,600 398,000 456,800 498,700
18 249,400 292,300 340,700 365,800 403,900 464,500 502,900
19 255,200 299,100 346,500 371,800 408,600 471,400 506,700
20 260,500 306,000 352,300 377,200 412,600 476,000  
21 265,500 312,800 358,000 382,500 416,800 480,000  
22 270,500 318,800 363,500 387,400 420,600 483,500  
23 274,700 324,600 368,600 391,300 423,900  
24 279,100 330,400 373,400 394,600 426,400  
25 283,100 335,800 377,400 397,700  
26 287,200 339,700 380,700 400,900  
27 290,700 343,000 383,700 403,800  
28 293,800 345,900 386,500 406,200  
29 296,200 348,600 389,300  
30 298,300 350,700 392,000  
31 300,100 352,700 394,300  
32 302,000 354,600  
33 303,900 356,500  
34 305,800 358,600  
35 307,700 360,700  
36 309,600 362,900  
37 311,400 365,200  
38 313,500 367,400  
39 315,400  
40 317,400  
41 319,200  

備考　この表は、看護師に適用する。
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別表第４　指定職俸給表（第１１条関係）

号俸 俸給月額

円

1 573,000

2 636,000

3 704,000

4 783,000

5 843,000

6 906,000

7 991,000

8 1,069,000

9 1,146,000

10 1,227,000

11 1,301,000

12 1,328,000

備考　この表は、学部長の職にある者及び別に定める職員に適
用する。

 

（略） 

別表第６（第２２条関係） 

教育職俸給表 

職務の

級 
調  整  基  本  額 

１級 

９，４００円。ただし、２号俸７，２３６円、３号俸７，５９１

円、４号俸８，０４６円、５号俸８，５３２円、６号俸８，８７

８円、７号俸９，２０７円 

２級 

１１，１００円。ただし、２号俸９，１２６円、３号俸９，５２

２円、４号俸９，９２２円、５号俸１０，３５０円、６号俸１０，

７７３円 

３級 １２，６００円。ただし、１号俸１１，３７１円、２号俸１１，

 

別表第４ （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

別表第６（第２２条関係） 

教育職俸給表 

職務の

級 
調  整  基  本  額 

１級 

９，４００円。ただし、２号俸７，２１３円、３号俸７，５６９

円、４号俸８，０１９円、５号俸８，５０５円、６号俸８，８５

１円、７号俸９，１７５円 

２級 

１１，０００円。ただし、２号俸９，０９９円、３号俸９，４９

０円、４号俸９，８９１円、５号俸１０，３１８円、６号俸１０，

７４１円 

３級 １２，６００円。ただし、１号俸１１，３３５円、２号俸１１，
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９５２円、３号俸１２，５２３円 

４級 
１３，５００円。ただし、１号俸１２，８５２円 

 

５級 １６，２００円 

 

別表第７（第２４条関係） 

期間の区分 手当の額 

 

 １年未満 

円

５０，２００

 １年以上  ２年未満 ５０，２００

 ２年以上  ３年未満 ５０，２００

 ３年以上  ４年未満 ５０，２００

 ４年以上  ５年未満 ５０，２００

 ５年以上  ６年未満 ５０，２００

 ６年以上  ７年未満 ４８，４００

 ７年以上  ８年未満 ４６，６００

 ８年以上  ９年未満 ４４，８００

 ９年以上 １０年未満 ４３，０００

１０年以上 １１年未満 ４１，２００

１１年以上 １２年未満 ３９，４００

１２年以上 １３年未満 ３７，６００

１３年以上 １４年未満 ３５，８００

１４年以上 １５年未満 ３４，４００

１５年以上 １６年未満 ３３，０００

１６年以上 １７年未満 ３１，６００

１７年以上 １８年未満 ３０，２００

１８年以上 １９年未満 ２８，８００

１９年以上 ２０年未満 ２７，４００

２０年以上 ２１年未満 ２６，０００

２１年以上 ２２年未満 ２５，４００

２２年以上 ２３年未満 ２４，８００

２３年以上 ２４年未満 ２３，９００

９１６円、３号俸１２，４８７円 

４級 
１３，５００円。ただし、１号俸１２，８１６円、２号俸１３，

４８２円 

５級 １６，１００円 

 

別表第７（第２４条関係） 

期間の区分 手当の額 

 

 １年未満 

円

５０，０００

 １年以上  ２年未満 ５０，０００

 ２年以上  ３年未満 ５０，０００

 ３年以上  ４年未満 ５０，０００

 ４年以上  ５年未満 ５０，０００

 ５年以上  ６年未満 ５０，０００

 ６年以上  ７年未満 ４８，２００

 ７年以上  ８年未満 ４６，４００

 ８年以上  ９年未満 ４４，６００

 ９年以上 １０年未満 ４２，８００

１０年以上 １１年未満 ４１，０００

１１年以上 １２年未満 ３９，２００

１２年以上 １３年未満 ３７，４００

１３年以上 １４年未満 ３５，６００

１４年以上 １５年未満 ３４，２００

１５年以上 １６年未満 ３２，８００

１６年以上 １７年未満 ３１，４００

１７年以上 １８年未満 ３０，０００

１８年以上 １９年未満 ２８，６００

１９年以上 ２０年未満 ２７，２００

２０年以上 ２１年未満 ２５，８００

２１年以上 ２２年未満 ２５，２００

２２年以上 ２３年未満 ２４，６００

２３年以上 ２４年未満 ２３，７００
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２４年以上 ２５年未満 ２３，２００

２５年以上 ２６年未満 ２２，６００

２６年以上 ２７年未満 ２２，０００

２７年以上 ２８年未満 ２１，４００

２８年以上 ２９年未満 ２０，７００

２９年以上 ３０年未満 ２０，４００

３０年以上 ３１年未満 ２０，０００

３１年以上 ３２年未満 １９，３００

３２年以上 ３３年未満 １８，５００

３３年以上 ３４年未満 １７，６００

３４年以上 ３５年未満 １６，９００

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の

日以後の期間を示す。 

（略） 

 

別表第９（第３７条関係） 

区   分 支給額（実働時間が６時間を超える勤務）

指定職俸給表適用職員 １８，０００円（２７，０００円） 

Ⅰ種適用者 １２，０００円（１８，０００円） 

Ⅱ種適用者 １０，０００円（１５，０００円） 

Ⅲ種適用者  ８，０００円（１２，０００円） 

Ⅳ種適用者  ６，０００円（ ９，０００円） 

管理職手当

適用職員 

Ⅴ種適用者  ４，０００円（ ６，０００円） 

別表第１０（第４１条関係） 

支給地域 施  設  名 

埼玉県秩父郡 ＦＳセンターフィールドミュージアム秩父 

 

別表第１１（第４１条関係） 

世   帯   等   の   区   分 
支給地域

世 帯 主 で あ る 教 職 員 
その他の職員

２４年以上 ２５年未満 ２３，１００

２５年以上 ２６年未満 ２２，５００

２６年以上 ２７年未満 ２１，９００

２７年以上 ２８年未満 ２１，３００

２８年以上 ２９年未満 ２０，６００

２９年以上 ３０年未満 ２０，３００

３０年以上 ３１年未満 １９，９００

３１年以上 ３２年未満 １９，３００

３２年以上 ３３年未満 １８，５００

３３年以上 ３４年未満 １７，６００

３４年以上 ３５年未満 １６，９００

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の

日以後の期間を示す。 

（略） 

 

別表第９（第３７条関係） 

区   分 支給額（実働時間が６時間を超える勤務）

Ⅰ種適用者 １２，０００円（１８，０００円） 

Ⅱ種適用者 １０，０００円（１５，０００円） 

Ⅲ種適用者  ８，０００円（１２，０００円） 

Ⅳ種適用者  ６，０００円（ ９，０００円） 

管理職手当適

用職員 

Ⅴ種適用者  ４，０００円（ ６，０００円） 

 

別表第１０（第４１条関係） 

支給地域 施  設  名 

埼玉県秩父市 ＦＳセンターフィールドミュージアム秩父 

 

別表第１１（第４１条関係） 

世   帯   等   の   区   分 
支給地域 

世 帯 主 で あ る 教 職 員 
その他の職員
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 扶養親族が３

人以上ある職

員 

扶養親族が１

人又は２人以

上ある職員 

扶養親族のな

い職員 

 

埼玉県

秩父郡 
39,600円 33,000円 19,800円 14,200円

（略） 

 

 扶養親族が３

人以上ある職

員 

扶養親族が１

人又は２人以

上ある職員 

扶養親族のな

い職員 

 

埼玉県

秩父市 
39,600円 33,000円 19,800円 14,200円

（略） 

附 則（１７経教 規程第４２号） 

     （施行期日等） 

１ この規程は、平成１７年１２月１日から施行する。 

     （職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において国立大学法人職員給与規程別表第１から別表第３までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸 

を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。  

（施行日前の異動者の号俸等の調整） 

３ 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、そ 

の者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことが 

できる。 


